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他の道府県含め、初めて看護協会に

入会する
新規入会

東京都看護協会は初めてだが、他の

道府県で入会の履歴がある

2022年度東京都看護協会に入会していた

継続入会

再入会
ただし納入金額は

「新規入会」と同額

※注1

再入会

1994年度（平成6年度）以降、東京都

看護協会に入会したことがある 新規入会 ※注2

※注1

他県で入会履歴がある方は

看護協会に再入会となりますが、

東京都看護協会が初めての場合

初年度に入会金が必要となります

※注2

入会最終履歴が1993年度（平成5

年度）以前の方は新規入会として

お手続きが必要になります


